
本年4月1日に動物医薬品検査所検査第二部長を拝命

しました。よろしくお願いします。

私は、昭和55年の入省以来通算15年間、動物医薬品

検査所及び農林水産省の衛生課薬事室（当時）で働き、

平成9年7月から12年3月まで薬事室監視指導班長を務め

た後に薬事から離れました。ちょうど「口蹄疫」が発

生したときでした。

その後、旧肥飼料検査所本部の飼料鑑定二課長に異

動し未承認遺伝子組換えトウモロコシの「スターリン

ク」対応に取り組み、平成13年10月から17年10月まで

の4年間、本省の生産局飼料課（後に消費・安全局衛生

管理課）では「BSE」対応に取り組みました。その後

は独立行政法人農林水産消費安全技術センター（旧肥

飼料検査所）大阪事務所で昨年度まで肥・飼料分野で

働いておりました。

飼料分野は飼料安全法による管理がなされる世界で

すが、極めて守備範囲が広く、法制度上も事件後対応

を求められることが多いため、常に海外や国内の情報

に目を光らせて、何かあれば飛び込んでいくという習

性が身に付いています。

一方、形の上では古巣に戻ってきたことになる薬事

法の世界は、飼料安全法と同じく安全行政が主体です

が、法に基づく事前対応が中心の世界であり、制度の

確実な運用が求められています。

方法は異なる二つの世界ですが、安全行政としては

共通であり、安全行政に問題があり、事故が起これば

批判と対処が求められ、安全行政が機能している場合

は、何も起こらないために、過剰規制や経済的負担等

の批判がなされるという特性は共通のようです。そう

いった中で、より適正な安全確保行政が求められ、そ

れを模索することが求められています。すなわち、神

頼み安全ではなく、制御された安全を効率的に確保す

ることが求められているわけで、そのための手段とし

ての行政科学（regulatory science）の重要性が増して

おり、研鑽が求められています。

一方で、農林水産行政はBSE以来、産業振興のみな

らず、消費者の安全、信頼の確保にも力点を置いてお

り、安全行政の世界も今まで以上に消費者を視野にと

らえた対応が求められています。

変化の激しい薬事の世界に戻ってきて、一から勉強

し直しといった状況ですが、中でも驚くのが、承認相

談や昨年度から新たに業務に加わった承認審査に関わ

る業務量の増加であります。毎週のように積み重なる

分厚い承認申請資料自体は本省時代にも見慣れていた

ものですが、科学技術の進歩、時代の要求、申請時点

での申請資料等の質の低下などの相乗効果により多忙

となっています。また、動物用医薬品の開発の効率化

や安全性の確保につながるVICHやCodexといった国際

関連業務、さらに、薬剤耐性菌やポジティブリスト対

応のための業務も大きな比重を占め、職員は多忙を極

めています。

動物用医薬品は、その使用状況から様々な商品の中

でも、リスクが高くユーザーへの情報量が低い商品で

あり、特に一般消費者には縁遠い存在で、ペット用の

医薬品を除けば見えない商品となっています。そうい

った点で消費者等の不安を招きやすいことも事実であ

り、動物用医薬品の入り口である承認審査から、出口

になる副作用、残留、耐性菌といったユーザーや一般

消費者に係る課題に至る全ての段階での有効性や安全

性を確実に確保することが我々の重大な責務であると

考えます。

検査第二部長として、業務の効率的な実施を図りつ

つ、動物用医薬品に係る有効性や安全性確保に取り組

んで参りますので、関係者の一層の協力をお願いして

就任の挨拶といたします。
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検査第二部長　濱本 修一


